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３ 許可の有効期間－法第３条－ 

  許可の有効期間は，許可のあった日から５年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許

可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。 

  したがって，引き続き当該許可に係る建設業者として営業する場合には，期限が満了する日の３０日

前までに，許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続

きを怠れば期間満了とともにその効力を失い，当該許可に係る建設業者として営業することができなく

なります。 

  なお，許可の更新の手続きを行えば，有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまで

は，従前の許可が有効です。 

 

４ 許可の基準（許可を受けるための資格要件）－法第７・８・15条－ 

  許可を受けるためには，次の下表の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。 

 １ 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。 

 ２ 専任技術者を営業所ごとに置いていること。 

 ３ 請負契約に関して誠実性を有していること。 

 ４ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 

 ５ 欠格要件等に該当しないこと。 

項 目 一 般 建 設 業 特 定 建 設 業 

１ 

適

正

な

経

営

体

制 

建設業に係る経

営業務の管理を

適正に行うに足

りる能力を有す

るものとして国

土交通省令で定

める基準に適合

する者であるこ

と。（建設業法施

行規則第７条第

１号及び第２号

の基準を満たす

者であること。） 

－法第７条第１号－ 

●規則第７条第１号 

イ 常勤役員等のうち一人が次のいず

れかに該当する者であること。 

① 建設業に関し五年以上経営業務の 

管理責任者としての経験を有する者 

② 建設業に関し五年以上経営業務の

管理責任者に準ずる地位にある者（経

営業務を執行する権限の委任を受け

た者に限る。）として経営業務を管理

した経験を有する者 

③ 建設業に関し六年以上経営業務の

管理責任者に準ずる地位にある者と

して経営業務の管理責任者を補佐す

る業務に従事した経験を有する者 

 

 

 

 

 

－法第15条第１号－ 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務を執行する社員，取締役，執行

役若しくは法人格のある各種の組

合等の理事等，個人の事業主又は支

配人その他支店長，営業所長等営業

取引上対外的に責任を有する地位

にあって，経営業務の執行等建設業

の経営業務について総合的に管理

した経験を有する者。 

取締役会設置会社において，取締役

会の決議により特定の事業部門に関

して業務執行権限の委譲を受ける者

として選任され，かつ，取締役会に

よって定められた業務執行方針に従

って，代表取締役の指揮および命令

のもとに，具体的な業務執行に専念

した経験。 

経営業務の管理責任者に準ずる地位（業務を執行する社員，取締役，執行

役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等，個人の事業主又は支配人

その他支店長，営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職

制上の地位にある者）にあって，建設業に関する建設工事の施工に必要と

される資金の調達，技術者及び技能者の配置，下請業者との契約の締結等

の経営業務全般について，従事した経験。 
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３ 許可の有効期間－法第３条－ 

  許可の有効期間は， 許可のあった日から５年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許

可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。  

  したがって，引き続き当該許可に係る建設業者として営業する場合には，期限が満了する日の３０日

前までに，許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続

きを怠れば期間満了とともにその効力を失い，当該許可に係る建設業者として営業することができなく

なります。 

  なお，許可の更新の手続きを行えば，有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまで

は，従前の許可が有効です。  

４ 許可の基準（ 許可を受けるための資格要件） －法第７・ ８・ 15条－ 

  許可を受けるためには，次の下表の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。 

 １ 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。 

 ２ 専任技術者を営業所ごとに置いていること。 

 ３ 請負契約に関して誠実性を有していること。 

 ４ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 

 ５ 欠格要件等に該当しないこと。 

項 目 一 般 建 設 業 特 定 建 設 業 

１ 

適

正

な

経

営

体

制 

建設業に係る経

営業務の管理を

適正に行う に足

り る能力を有す

るものと し て国

土交通省令で定

める基準に適合

する者であるこ

と。（ 建設業法施

行規則第７ 条第

１ 項第１ 号及び

第２ 号の基準を

満たす者である

こと。）  

－法第７条第１号－ 

 規則第７条第１号 

イ 常勤役員等のう ち一人が次のいず

れかに該当する者であること。 

  建設業に関し五年以上経営業務の 

管理責任者としての経験を有する者 

  建設業に関し五年以上経営業務の

管理責任者に準ずる地位にある者（ 経

営業務を執行する権限の委任を受け

た者に限る。） として経営業務を管理

した経験を有する者 

  建設業に関し六年以上経営業務の

管理責任者に準ずる地位にある者と

して経営業務の管理責任者を補佐す

る業務に従事した経験を有する者 

－法第15条第１号－ 

同 左 

業務を執行する社員，取締役，執行

役若しく は法人格のある各種の組

合等の理事等，個人の事業主又は支

配人その他支店長，営業所長等営業

取引上対外的に責任を有する地位

にあって，経営業務の執行等建設業

の経営業務について総合的に管理

した経験を有する者。

取締役会設置会社において，取締役

会の決議により特定の事業部門に関

して業務執行権限の委譲を受ける者

として選任され，かつ，取締役会に

よって定められた業務執行方針に従

って，代表取締役の指揮および命令

のもとに， 具体的な業務執行に専念

した経験。

経営業務の管理責任者に準ずる地位（ 業務を執行する社員， 取締役，執行

役若しく は法人格のある各種の組合等の理事等，個人の事業主又は支配人

その他支店長，営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職

制上の地位にある者） にあって，建設業に関する建設工事の施工に必要と

される資金の調達，技術者及び技能者の配置，下請業者との契約の締結等

の経営業務全般について，従事した経験。
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改　定　前改　定　後



 

した者であること。 

ハ 雇用保険法（昭和四十九年法律第百

十六号）第五条第一項に規定する適用

事業の事業所に該当する全ての営業

所に関し、雇用保険法施行規則（昭和

五十年労働省令第三号）第百四十一条

第一項の規定による届書を提出した

者であること。 

 

２

専

任

技

術

者 

すべての営業所

に，右のいずれか

に該当する専任

の技術者がいる

こと。 

－法第７条第２号－ 

 許可を受けようとする建設業に係る

建設工事に関し，次に掲げるいずれかの

要件に該当する者 

イ 指定学科を卒業後 

①  高校（旧実業学校含む），中等教

育学校，専門学校（１年制） 

⇒ ５年以上の実務経験を有する者 

②  大学（短期大学，高等専門学校・

旧専門学校を含む），専門学校（２年

制以上） 

⇒ ３年以上の実務経験を有する者 

 

 

ロ 10年以上の実務経験を有する者（学

歴・資格を問わない。） 

ハ イ，ロと同等又はそれ以上の知識・

技術・技能を有すると認められた者 

① 指定学科に関し 

・旧実業学校卒業程度検定合格後5年 

・旧専門学校卒業程度検定合格後3年 

以上の実務経験を有する者 

② Ｐ70-72表の資格区分「○」，「□」，

及び「●」，「■」に該当する者 

③ その他，国土交通大臣が個別の申

請に基づき認めた者 

 

－法第15条第２号－ 

イ Ｐ.70-72表の資格区分「●」，「■」

に該当する者 

 

ロ 法第７条第２号イ・ロ・ハに該当

（同左）し，かつ元請として 4,500

万円以上の工事について２年以上

の指導監督的な実務経験を有する

者 

 

ハ 国土交通大臣が，イ又はロに掲げ

る者と同等以上の能力を有すると

認めた者 

 

（注）指定建設業については，上記の

イ又はハに該当する者であること。 

（指定建設業についてはP.14参照） 

３

誠

実

性 

請負契約に関し，

不正又は不誠実

な行為をするお

それが明らかな

者ではないこと。 

－法第７条第３号－ 

 法人・法人の役員等（※），個人事業

主・支配人，支店長・営業所長が左に該

当すること。 

 

－法第15条第１号－ 

 

同 左 

いずれも学校教育法

によるもの。 

いわゆる「職業能力開

発大学校」等は含みま

せん。 

指定学科－Ｐ.69表参照 

（※）役員等とは 

①相談役②顧問③総株主の議決

権の 100 分の 5 以上を有する株

主（個人に限る）④出資の総額

の 100 分の 5 以上に相当する出

資をしている者（個人に限る） 

⑤その他役職を問わず取締役と

同等以上の支配力を有する者 
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した者であること。 

ハ 雇用保険法（ 昭和四十九年法律第百

十六号） 第五条第一項に規定する適用

事業の事業所に該当する全ての営業

所に関し、雇用保険法施行規則（ 昭和

五十年労働省令第三号） 第百四十一条

第一項の規定による届書を提出した

者であること。 

２

専

任

技

術

者 

すべての営業所

に，右のいずれか

に該当する専任

の技術者がいる

こと。 

－法第７条第２号－ 

 許可を受けようとする建設業に係る

建設工事に関し，次に掲げるいずれかの

要件に該当する者 

イ 指定学科を卒業後 

   高校（ 旧実業学校含む）， 中等教

育学校，専門学校（ １年制）  

  ５年以上の実務経験を有する者

   大学（ 短期大学，高等専門学校・

旧専門学校を含む）， 専門学校（ ２ 年

制以上）  

  ３年以上の実務経験を有する者

ロ 10年以上の実務経験を有する者（ 学

歴・ 資格を問わない。）  

ハ イ，ロと同等又はそれ以上の知識・

技術・ 技能を有すると認められた者 

  指定学科に関し 

・ 旧実業学校卒業程度検定合格後5年

・ 旧専門学校卒業程度検定合格後3年

以上の実務経験を有する者 

    Ｐ70-72表の資格区分「 」，「 」

   または「 」， 及び「 」，「 」 ま

 たは「 」 に該当する者 

  その他，国土交通大臣が個別の申

請に基づき認めた者 

－法第15条第２号－ 

  イ Ｐ. 70-72表の資格区分「 」，「 」

 または「 」 に該当する者 

ロ 法第７条第２号イ・ ロ・ ハに該当

（ 同左） し，かつ元請として 4, 500

万円以上の工事について２ 年以上

の指導監督的な実務を有する者 

ハ 国土交通大臣が，イ又はロに掲げ

る者と同等以上の能力を有すると

認めた者 

（ 注） 指定建設業については，上記の

イ又はハに該当する者であること。

（ 指定建設業についてはP. 14参照）

３

誠

実

性 

請負契約に関し，

不正又は不誠実

な行為をするお

それが明らかな

者ではないこと。

－法第７条第３号－ 

  法人・ 法人の役員等（ ）， 個人事業

主・ 支配人，支店長・ 営業所長が左に該

当すること。 

－法第15条第１号－ 

同 左 

いずれも学校教育法

によるもの。

いわゆる「 職業能力開

発大学校」等は含みま

せん。

指定学科－Ｐ. 69表参照 

 （ ） 役員等とは 

   相談役 顧問 総株主の議決

権の100 分の5 以上を有する株

 主（ 個人に限る） 出資の総額

の100 分の5 以上に相当する出

資をしている者（ 個人に限る）  

 その他役職を問わず取締役と

同等以上の支配力を有する者
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改　定　前改　定　後



 

４

財

産

的

基

礎

等 

請負契約を履行

するに足る財産

的基礎等のある

こと。 

－法第７条第４号－ 

 

 次のいずれかに該当すること。 

 

① 自己資本が500万円以上あること。 

 

 

② 500万円以上の資金調達能力のある 

こと。 

 

 

③ 直前５年間許可を受けて継続して

営業した実績のあること。 

 

－法第15条第３号－ 

 

 次のすべての要件に該当すること。 

（注）Ｐ.20（４）参照 

① 欠損の額が資本金の 20％を超え

ないこと。 

 

② 流動比率が75％以上であること。 

 

③ 資本金が2,000万円以上であるこ

と。 

④ 自己資本が4,000万円以上あるこ

と。 

※新規設立の場合は，資本金の額が

4,000 万円以上あれば上記に該当し

ます。 

５

そ

の

他 

欠格要件等 －法第８条－ 

 下記のいずれかに該当するものは，許可を受けられません。 

イ 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり，又は重

要な事実の記載が欠けているとき。 

ロ 法人・法人の役員等，個人事業主・支配人，その他支店長・営業所長等が，

次のような要件に該当しているとき。 

① 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通

省令で定めるもの（★）又は破産者で復権を得ない者 

② 不正の手段で許可を受けたこと等により，その許可を取り消されて５年を

経過しない者 

③ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから５年を経過しない者  

④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき，ある

いは危害を及ぼすおそれが大であるとき，又は請負契約に関し不誠実な行為

をしたこと等により営業の停止を命ぜられ，その停止の期間が経過しない者 

⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり，又はその刑の執行を受け

ることがなくなった日から５年を経過しない者 

⑥ 建設業法，建築基準法，労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令

で定めるもの（★），若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律の規定に違反し，または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ，刑

の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

⑦ 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者） 

⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

（★）政令とは，建

設業法施行令第３

条の２を指す。 

（★）建設業法施行規

則第八条の二参照 
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４

財

産

的

基

礎

等 

請負契約を履行

するに足る財産

的基礎等のある

こと。 

－法第７条第４号－ 

 次のいずれかに該当すること。 

 自己資本が500万円以上あること。 

 500 万円以上の資金調達能力のある 

こと。 

  直前５ 年間許可を受けて継続して

営業した実績のあること。 

－法第15条第３号－ 

 次のすべての要件に該当すること。

（ 注） Ｐ. 20（ ４） 参照 

  欠損の額が資本金の 20％を超え

ないこと。 

  流動比率が75％以上であること。

  資本金が2, 000万円以上であるこ

と。 

  自己資本が4, 000万円以上あるこ

と。 

 新規設立の場合は， 資本金の額が

4, 000 万円以上あれば上記に該当し

ます。 

５

そ

の

他 

欠格要件等 －法第８条－ 

 下記のいずれかに該当するものは，許可を受けられません。 

イ 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり，又は重

要な事実の記載が欠けているとき。 

ロ 法人・ 法人の役員等， 個人事業主・ 支配人，その他支店長・ 営業所長等が，

次のような要件に該当しているとき。 

  心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通

 省令で定めるもの（ ） 又は破産者で復権を得ない者 

  不正の手段で許可を受けたこと等により，その許可を取り消されて５年を

経過しない者 

  許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから５ 年を経過しない者

  建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき，ある

いは危害を及ぼすおそれが大であるとき，又は請負契約に関し不誠実な行為

をしたこと等により営業の停止を命ぜられ，その停止の期間が経過しない者

  禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり，又はその刑の執行を受け

ることがなく なった日から５年を経過しない者 

  建設業法，建築基準法，労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令

 で定めるもの（ ）， 若しく は暴力団員による不当な行為の防止に関する法

律の規定に違反し，または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ，刑の

執行を受けることがなく なった日から５年を経過しない者 

  暴力団員等（ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなく なった日から５

年を経過しない者）  

  暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 （ ） 政令とは，建

設業法施行令第３

条の２を指す。

 （ ）建設業法施行規

則第八条の二参照
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改　定　前改　定　後



（１）適正な経営体制 

 イ 「常勤役員等」とは，法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの，個人である

場合にはその者又はその支配人をいい，「役員」とは，業務を執行する社員，取締役，執行役又は

これらに準ずる者をいいます。 

ロ 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者は，営業所専任技術者の要件を備えている場合

には，同一営業所（原則として本社又は本店等）内に限って当該技術者を兼ねることができます。 

ハ 常勤役員等を直接に補佐する者が，財務管理，労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を

有する者であるときは，その１人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼

ねることができます。また，財務管理，労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経

験については，それぞれの業務経験としてその期間を計算することができます。 

ニ 「財務管理の業務経験」とは，建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資

金繰りの管理，下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。   

「労務管理の業務経験」とは，社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを

行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。 

「業務運営の経験」とは，会社の経営方針や運営方針を策定，実施する部署におけるこれらの

業務経験をいいます。 

これらの経験は，申請事業者における経験に限られます。「直接に補佐する」とは，常勤役員等

との間に他の者を介在させることなく，組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令

を受け業務を行うことをいいます。 

 

（２）専任技術者 

   「専任技術者」とは，その営業所に常勤して，専らその業務に従事する者をいいます。 

 イ ２以上の業種の許可を申請する場合，同表の各基準を満たしている者は，同一営業所内におい

て，それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。 

ロ 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者は，営業所専任技術者の要件を備えている場合

には，同一営業所（原則として本社又は本店等）内に限って当該技術者を兼ねることができます。 

 ハ 「専任技術者」は，建設業の他社の技術者及び管理建築士，宅地建物取引主任者等他の法令に

より専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし，同一企業で同一の営業所で

ある場合は，兼ねることができます。 

 ニ 「実務経験」とは，許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。したが

って，建設工事の施工を指揮，監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろ

んのこと，これらの経験は請負人の立場における経験に限られないから，建設工事の注文者側に

おいて設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれるが，工事現場の単な

る雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。 

 ホ 「指導監督的な実務経験」とは，建設工事の設計又は施工の全般について，工事現場主任又は

工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 

 ヘ 「指定建設業」（Ｐ14（注）参照）について，特定建設業の許可を受けようとする場合は，一級

の国家資格，技術士の資格又は国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有するものと認定した者

でなければなりません。 
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（ １ ） 適正な経営体制

 イ 「 常勤役員等」 とは， 法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの， 個人である

場合にはその者又はその支配人をいい，「 役員」 とは，業務を執行する社員，取締役，執行役又は

これらに準ずる者をいいます。  

ロ 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者は， 営業所専任技術者の要件を備えている場合

には，同一営業所（ 原則として本社又は本店等）内に限って当該技術者を兼ねることができます。  

ハ 常勤役員等を直接に補佐する者が， 財務管理， 労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を

有する者であるときは， その１人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼

ねることができます。 また， 財務管理， 労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経

験については， それぞれの業務経験としてその期間を計算することができます。  

ニ 「 財務管理の業務経験」 とは， 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資

金繰りの管理，下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。   

「 労務管理の業務経験」 とは， 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを

行う部署おけるこれらの業務経験をいいます。  

「 業務運営の経験」 とは， 会社の経営方針や運営方針を策定， 実施する部署におけるこれらの

業務経験をいいます。  

これらの経験は，申請事業者における経験に限られます。「 直接に補佐する」 とは，常勤役員等

との間に他の者を介在させることなく ， 組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令

を受け業務を行うことをいいます。  

（ ２ ） 専任技術者

   「 専任技術者」 とは， その営業所に常勤して， 専らその業務に従事する者をいいます。  

 イ ２ 以上の業種の許可を申請する場合， 同表の各基準を満たしている者は， 同一営業所内におい

て， それぞれの業種の「 専任技術者」 を兼ねることができます。  

ロ 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者は， 営業所専任技術者の要件を備えている場合

には，同一営業所（ 原則として本社又は本店等）内に限って当該技術者を兼ねることができます。  

 ハ 「 専任技術者」 は， 建設業の他社の技術者及び管理建築士， 宅地建物取引主任者等他の法令に

より専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。 ただし， 同一企業で同一の営業所で

ある場合は， 兼ねることができます。  

 ニ 「 実務経験」 とは， 許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。 したが

って， 建設工事の施工を指揮， 監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろ

んのこと， これらの経験は請負人の立場における経験に限られないから， 建設工事の注文者側に

おいて設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれるが， 工事現場の単な

る雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。  

 ホ 「 指導監督的な実務経験」 とは， 建設工事の設計又は施工の全般について， 工事現場主任又は

工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。  

 ヘ 「 指定建設業」（ Ｐ14（ 注） 参照） について，特定建設業の許可を受けようとする場合は，一級

の国家資格， 技術士の資格又は国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有するものと認定した者

でなければなりません。  
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（５）欠格要件等 

   Ｐ18 の５のロ①について，下記イ及びロの提出書類（申請又は届出日前３月以内に発行された

もの）が必要です。 

イ 法務局が交付する「登記されていないことの証明書」 

許可申請者（法人の役員等全員（株主等を除く）・本人・法定代理人）及び建設業法施行令第

３条に規定する使用人が，成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 

ロ 市区町村長が交付する「身元（身分）証明書」 

許可申請者（法人の役員等全員（株主等を除く）・本人・法定代理人）及び建設業法施行令第

３条に規定する使用人が，成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず，また，破産者

で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 

 

（注１）イの「登記されていないことの証明書」は全国の法務局・地方法務局の本局窓口で発行されま

す。宮城県内では仙台法務局において発行が可能ですが，仙台法務局の支局・出張所の窓口では

発行できませんのでご注意願います。また，郵送により証明書の請求を行う場合，発行は東京法

務局のみとなります。（郵送による交付を希望される場合にはお近くの法務局にご相談下さい。） 

 

（注２）ロの「身元（身分）証明書」は本籍を所管する各市区町村で発行されます。 

      

（注３）成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても，医師の診断書などにより，回

復の見込みや医師の所見を考慮した上で，建設業を適正に営むために必要な認知，判断

及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については，当該欠格事由に

該当しない場合がありますので，個別に御相談願います。 

-21-

（ ５ ） 欠格要件等

    Ｐ18の２ の について，下記イ及びロの提出書類（ 申請又は届出日前３月以内に発行されたも

の） が必要です。  

イ 法務局が交付する「 登記されていないことの証明書」

許可申請者（ 法人の役員等全員（ 株主等を除く ）・ 本人・ 法定代理人） 及び建設業法施行令第

３ 条に規定する使用人が， 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 

ロ 市区町村長が交付する「 身元（ 身分） 証明書」

許可申請者（ 法人の役員等全員（ 株主等を除く ）・ 本人・ 法定代理人） 及び建設業法施行令第

３ 条に規定する使用人が，成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず，また，破産者

で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 

（ 注１ ） イの「 登記されていないことの証明書」 は全国の法務局・ 地方法務局の本局窓口で発行されま

す。 宮城県内では仙台法務局において発行が可能ですが， 仙台法務局の支局・ 出張所の窓口では

発行できませんのでご注意願います。 また， 郵送により証明書の請求を行う 場合， 発行は東京法

務局のみとなります。（ 郵送による交付を希望される場合にはお近く の法務局にご相談下さい。）  

（ 注２ ） ロの「 身元（ 身分） 証明書」 は本籍を所管する各市区町村で発行されます。  

（ 注３ ） 成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても， 医師の診断書などにより， 回

復の見込みや医師の所見を考慮した上で， 建設業を適正に営むために必要な認知， 判断

及び意思疎通を適切に行う ことができると認められる場合については， 当該欠格事由に

該当しない場合がありますので， 個別に御相談願います。
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≪宮城県収入証紙の販売について≫ 

県内に本店を置く銀行，信用金庫等 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/sendai.html（会計課ホームページ）で購入してください。 

 

（２）国土交通大臣許可の申請手続 

宮城県内に主たる営業所があり国土交通大臣許可の申請をする方は，東北地方整備局で発行する「東北

地方整備局管内の建設業大臣許可業者における建設業許可の手引き」を確認の上，以下の受付窓口に申請

してください。（※申請書類の内容に関する質問は，東北地方整備局までお願いいたします。） 

※本手引きは主に宮城県知事許可業者を対象としていますので，国土交通大臣許可を申請する際の提出書

類と異なる場合があります。特に確認資料については直接下記までお問い合わせください。 

 

≪管轄行政庁・申請窓口≫（郵送可） 

国土交通省東北地方整備局 建政部建設産業課建設業係 

   〒980－8602 仙台市青葉区本町３丁目３－１ 仙台第１地方合同庁舎（Ｂ棟）１４階   

電話：  022-225-2171（代表）（内線6145） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため，書類の提出方法が変更になる場合があります。最新の情報

を下記ＨＰ等で御確認ください。 

    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：  http://www.thr.mlit.go.jp/ 
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 宮城県収入証紙の販売について 

県内に本店を置く 銀行，信用金庫等 

http: //www. pref. mi yagi . j p/soshi ki /kai kei /sendai . html （ 会計課ホームページ） で購入してく ださい。 

（ ２） 国土交通大臣許可の申請手続

宮城県内に主たる営業所があり国土交通大臣許可の申請を申請する方は，東北地方整備局で発行する「 東

北地方整備局管内の建設業大臣許可業者における建設業許可の手引き」 を確認の上，以下の受付窓口に申

 請してく ださい。（ 申請書類の内容に関する質問は，東北地方整備局までお願いいたします。）

 本手引きは主に宮城県知事許可業者を対象としていますので，国土交通大臣許可を申請する際の提出書

類と異なる場合があります。特に確認資料については直接下記までお問い合わせく ださい。 

  管轄行政庁・ 申請窓口 （ 郵送可）

国土交通省東北地方整備局 建政部建設産業課建設業係 

   〒980－8602 仙台市青葉区本町３丁目３－１ 仙台第１地方合同庁舎（ Ｂ棟） １４階   

電話：   022-225-2171（ 代表）（ 内線6145）  

 新型コロナウイルス感染症対策のため，書類の提出方法が変更になる場合があります。最新の情報

を下記ＨＰ等で御確認く ださい。 

    ﾎーﾑﾍ゚ ｼー゙ ｱﾄ゙ ﾚｽ：   http: //www. thr. ml i t. go. j p/ 
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31

財務諸表表紙
第十五号
第十六号
第十七号
第十七号の二
第十七号の三

79-93 ○
新規設立会社で決算期が
未到来の場合は開始貸借
対照表

32
財務諸表表紙
第十八号
第十九号

79,
93-96 ○

新規開業で決算期が未到
来の場合は添付不要

33 － ○ △ 発行後３か月以内のもの

34
第二十
号

97 ○ ○

35
第二十
号の二

98 ○ △ 該当なしの場合も添付

法人事業税 ○
・新規設立会社で決算期未
到来の場合は，法人設立等
届出書又は電子申請受付確
認のハードコピー等を添付

個人事業税 ○
・個人で決算期未到来の場
合は事業開始等届出書又は
電子申請受付確認のハード
コピー等を添付

37
第二十
号の三

99 ○ △

38 － △ 許可換え新規の場合必要

39 － ☆ ☆ ☆ 代理申請の場合
発行後３か月以内のもの

― ○ ○ ○

32 ○

20 ○ ○ ○

55,63 ○ △

68,74 ○ ○ 国家資格の場合は不要

66 ○ ○ ○

※法第十七条の二，三に規定される譲渡・合併・分割・相続を伴う認可申請書類については，本手引き記載例の様
式とは異なりますので，御注意ください。
　様式は，事業管理課ＨＰに掲載しております。これらの申請にあたっては，お早めに管轄の土木事務所へ御相談願
います。

（注３）No.31の附属明細表〔様式第十七号の三〕について
　資本金が１億円を超える，又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会
社のみ提出が必要です。

(注２）No.26「許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書」について
　取締役ではない「相談役」「顧問」「100分の5以上の株主」「100分の5以上の出資者」（いずれも個人に限
る）については，役員等の一覧表（別紙１）に記載する必要がありますが，法務局が交付する「登記されてい
ないことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元（身分）証明書」の添付は不要です。

○印→必要とする書類
△印→既に申請（変更届を含む。）したものと記載事項に変更がない場合は省略できる書類
☆印→場合によっては必要な書類

（注１）No.19～23について
　該当するもののみ添付して下さい。国土交通大臣による特別認定者で専任技術者になっている者が，許可の
有効期間内に認定の更新を行った場合は，許可の更新時に認定書の写しを添付して下さい。

確
　
認
　
資
　
料

財産的基礎の確認資料 (注４)

適正な経営体制の確認資料

実務経験の確認資料

保険加入状況の確認資料

既に受けている建設業の許可通知書

常勤性の確認資料（常勤役員等・専技）

営業所所在地の確認資料

委任状

主要取引金融機関名

所属建設業者団体

36

納税証明書（原本）

※以下の記載があるもの
　・納付すべき額
  ・納付済額

財務諸表（個人用）（直前１年分）

登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）

営業の沿革

財務諸表（法人用）（直前１年分）（注３)

－

p56,p64（注６）要確認
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31

財務諸表表紙
第十五号
第十六号
第十七号
第十七号の二
第十七号の三

79-93  
新規設立会社で決算期が
未到来の場合は開始貸借
対照表

32
財務諸表表紙
第十八号
第十九号

79,
93-96  

新規開業で決算期が未到
来の場合は添付不要

33 －   発行後３ か月以内のもの

34
第二十
号

97   

35
第二十
号の二

98   該当なしの場合も添付

法人事業税  
・ 新規設立会社で決算期未
到来の場合は， 法人設立等
届出書又は電子申請受付確
認のハードコピー等を添付

個人事業税  
・ 個人で決算期未到来の場
合は事業開始等届出書又は
電子申請受付確認のハード
コピー等を添付

法人税
（ 法人）
所得税

（ 個人）

37
第二十
号の四

99   

38 －  許可換え新規の場合必要

39 －    
代理申請の場合
発行後３ か月以内のもの

―    

32  

20    

55, 63   

68, 74   国家資格の場合は不要

66    

 法第十七条の二，三に規定される譲渡・合併・分割・相続を伴う認可申請書類については，本手引き記載例の様
式とは異なりますので，御注意ください。
　様式は，事業管理課ＨＰに掲載しております。これらの申請にあたっては，お早めに管轄の土木事務所へ御相談願
います。

（ 注３ ） No. 31の付属明細表〔 様式第十七号の三〕 について
　 資本金が１ 億円を超える， 又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会
社のみ提出が必要です。

(注２ ） No. 26「 許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書」 について
　 取締役ではない「 相談役」 「 顧問」 「 100分の5以上の株主」 「 100分の5以上の出資者」 （ いずれも個人に限
る） については， 役員等の一覧表（ 別紙１ ） に記載する必要がありますが， 法務局が交付する「 登記されてい
ないことの証明書」 及び市区町村長が交付する「 身元（ 身分） 証明書」 の添付は不要です。

  印 必要とする書類
  印 既に申請（ 変更届を含む。 ） したものと記載事項に変更がない場合は省略できる書類
  印 場合によっては必要な書類

（ 注１ ） No. 19～23について
　 該当するもののみ添付して下さい。 国土交通大臣による特別認定者で専任技術者になっている者が， 許可の
有効期間内に認定の更新を行った場合は， 許可の更新時に認定書の写しを添付して下さい。

確

認

資

料

財産的基礎の確認資料(注４)

適正な経営体制の確認資料

実務経験の確認資料

大臣

保険加入状況の確認資料

既に受けている建設業の許可通知書

常勤性の確認資料（ 常勤役員等・ 専技）

営業所所在地の確認資料

委任状

主要取引金融機関名

所属建設業者団体

知事納税証明書（ 原本）

 以下の記載があるもの
　 ・ 納付すべき額
　 ・ 納付済額

36

財務諸表（ 個人用） （ 直前１ 年分）

登記事項証明書（ 履歴事項全部証明書に限る）

営業の沿革

財務諸表（ 法人用） （ 直前１ 年分） （ 注３)

－

 

p56,p64（注６）要確認
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改　定　前改　定　後



（注）配置技術者について

建設業者（建設業の許可を受けている者）は，監理技術者を置かなければならない場合

及び法第２６条の３に規定される特定専門工事（下請け金額の合計額が３，５００万円未

） ，（ ）満の鉄筋工事及び型枠工事 に該当する場合を除いて 許可を有していない業種も含め

軽微な建設工事でも主任技術者を配置する必要があります。

， （ ），監理技術者を置かなければならない場合とは 発注者から直接工事を請け負い 元請
そのうち４，０００万円（建築一式工事の場合６，０００万円）以上の下請契約をして工

事を施工する場合を言います。

【主任技術者・監理技術者となるための要件】

主任技術者（法第２６条第１項 ・・・法第７条第２号イ，ロ，又はハに該当する者）

監理技術者（法第２６条第２項 ・・・法第１５条第２号イ，ロ，又はハに該当する者）

（指定建設業についてはイ又はハに該当する者）

波線部については を参照P.17
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改　定　前改　定　後



適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号イ該当の場合） 

新 
 
 
 

規 
 

・ 
 

追 
 
 
 

加 

１ 常勤性を証明するものとして次のいずれか 
 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写 
 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写 
 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写 
 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写 
        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写 
  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。 

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。 
２ 役職名及び経験年数を確認するもの 
 イ 法人の役員にあっては，登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分） 

なお，更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。 

 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては，期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（着任時と退任

時）等の写 
 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写 

ニ 執行役員等（※）で申請する場合の確認資料（①～④の要件を全て満たす必要があります。） 
※取締役会設置会社において，取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の 
委譲を受ける者として選任され，かつ，取締役会によって定められた業務執行方針に従って， 
代表取締役の指揮および命令のもとに，具体的な業務執行に専念した者。 

①執行役員等の地位が業務を執行する社員，取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認

するための書類 
組織図（写） 

②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類 
業務分掌規程（写） 

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され，か

つ，取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って，特定の事業部門に関して，代表取

締役の指揮及び命令のもとに，具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類 
定款，執行役員規程，執行役員職務分掌規程，取締役会規則，取締役就業規程，取締役会の議事

録のいずれか（写） 
④執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類 
 取締役会の議事録，人事発令書のいずれか（写） 

ホ 経営業務補佐経験で申請する場合の確認資料（①～③の要件を全て満たす必要があります。） 
①被認定者による経験が業務を執行する社員，取締役，執行役若しくは法人格のある各種の組合等の

理事等，個人の事業主又は支配人その他支店長，営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位

に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類 
組織図（写） 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類 
業務分掌規程，過去の稟議書のいずれか（写）  

③補佐経験の期間を確認するための書類 
人事発令書（写） 

３ 法第 7 条第 1 号（規則第７条第１号イ）の期間を証明するものとして次のいずれか 
 イ 変更届出書（決算報告）の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期

間分）の写 
ロ 工事請負契約書，工事請書，注文書等（期間分）の写 
ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分） 

更 
 

新 

 
 常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか 
 

被保険者等記号・番号に 

マスキングをすること。 
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改　定　前改　定　後



（注１）変更する場合の確認資料は「新規・追加」と同様 
 
（注２）確認資料として確定申告書を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合には，

税務署の受信通知を添付してください。 
 
（注３）経験年数については，概ね四半期に１件程度の工事を確認します。 

（工期の始期及び終期が属する四半期を含めてカウントします。） 
    なお，電気工事業の営業に当たっては，電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年

法律第９６号）第３条の規定により登録を受けなければならないため，登録を受けて営業した期

間のみ経験年数として認めます。 
 
（注４）必要に応じて，上記資料以外の資料を確認する場合があります。 
 
（注５）確認資料について不明な点がある場合には，事前にお問い合わせください。 
 

（注６）過去５年以内に申請（届出）事業者の建設業法第７条第１号（規則第７条第１号イ）に規定さ

れる常勤役員等（令和２年９月３０日以前における経営業務の管理責任者）として証明された者

を再度証明する場合の特例 

今回の申請（届出）に添付する常勤役員等証明書（様式第七号）と，過去５年以内に作成し証

明された常勤役員等証明書（様式第七号）（令和２年９月３０日以前における経営業務の管理責

任者証明書（様式第７号））の記載内容が同一である場合，上記の，「２ 役職名及び経験年数を

確認するもの」及び「３ 法第 7条第 1号（規則第７条第１号イ）の期間を証明するもの」に関

する資料の提出を省略することができます。 

その際，過去に提出した常勤役員等証明書（様式第七号）（令和２年９月３０日以前における

経営業務の管理責任者証明書（様式第７号））の副本の写し及び，それらの書類を提出した際の

過去の建設業許可申請書（様式第一号）又は変更届出書（様式第二十二号の二）の副本の写し（土

木事務所の受付印が確認できないものは不可。）を確認資料として添付してください。 

   ※資料の提出を省略するものであり，審査を省略するものではありません。 

   ※省略の対象となるのは，申請（届出）事業者において，過去５年以内に常勤役員等として証明

された方に限られます。 

 

（注７）資料の提出に関し「いずれか」と記載がある項目についても，提出された資料で要件を満たし

ていることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので，用意できる資料については

あらかじめ持参するようお願いいたします。 
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改　定　前改　定　後



（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

（１）　下記の者は、次のとおり第７条１号ロ　　　　　に掲げる経験を有することを証明します。

取締役

平成　3０年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　２　年　　月

役　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

　　　　　　　宮城県仙台市本町３－８－１
　　　　　　　　株式会社　仙　台　建　設

（２）　下記の者は、許可申請者 で建設業法第７条第１号ロ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ２ １

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 1 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ０ 仙 台 一 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ １ ９ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2許 可 番 号 １ ８ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

宮　城　県　知事 届出者 代表取締役　仙　台　太　郎

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 3

令和　○　年　○　月　○　日

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

令和　○　年　○　月　○　日

証明者 代表取締役　仙　台　太　郎　　印

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第一面）

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

代表取締役，取締役
事業主，支配人等の
役職名を記載する。

１１

証明者が申請者以外の
建設業者である場合は，
許可番号，許可年月日，
許可業種を記載する。

役員等としての経験を有した期間を
記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を変更する場合
３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合
（変更を伴わない場合）

①申請人が法人の場合
②申請人が個人の場合
③申請人が個人で支配人を
置いている場合

①
②
③

区分が変更の場合
は，変更年月日を
記載する。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

許可申請書に添
付する場合は下
段を，それ以外の
場合は上段を消
す。

（１）

（２）

（１）

（２）

証明者は，証明し
ようとする期間被
証明者が在職して
いた法人の代表者
又は個人の事業主
とする（注２）。
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（ １ ３ ） 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔 様式第七号の二〕
　 　 　 　 　 　 （ 当該用紙の記載要領を必ずご覧く ださい。 ）

（ １） 　 下記の者は、 次のとおり第７条１ 号ロ　 　 　 　 　 に掲げる経験を有することを証明します。

取締役

平成　 3０ 年　 ４ 　 月から　 令和　 ２ 年　 　 ３ 月まで　 満　 ２ 　 年　 　 月

役 員

（ 例）

土木工事業 平成１ ６ 年６ 月２ ５ 日 許可

宮城県仙台市本町３－８－１
株式会社 仙 台 建 設

（ ２） 　 下記の者は、 許可申請者 で建設業法第７ 条第１ 号ロ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

 【 新規・ 変更後・ 常勤役員等の更新等】

元号〔 令和R、 平成Ｈ、 昭和Ｓ、 大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

 【 変　 　 更　 　 前】

元号〔 平成Ｈ、 昭和Ｓ、大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

備考
　 　 常勤役員等の略歴については、 別紙による。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注１） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注２）

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と 被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（ 般－１ ６ ） 第１ ２ ３ ４ ５ 号

様式第七号（ 第三条関係） （ 用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（ 第一面）

   令和　 　 年　 　 月　 　 日

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社 仙 台 建 設

   令和　 　 年　 　 月　 　 日

証明者 代表取締役 仙 台 太 郎 印

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

宮 城 県　 知事 届出者 代表取締役 仙 台 太 郎

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 3

11 13 15

（ １． 新規　 　 　 ２ ． 変更　 　 　 ３． 常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

大臣コード
知事

許 可 番 号 １ ８ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

記

3

氏名のフ リ ガナ １ ９ セ ン

0 8 月 2 5 日5号 令和 0 1 年第0 1 2

18

氏 名 ２ ０ 仙 台 一 郎

3 5 10 13 14 16

月 2 2 日

住 所 　 　 宮城県多賀城市鶴ヶ谷１ －４－１

Ｓ 3 1 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ １

3 5 10 13 14 16

月 日年生 年 月 日

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

代表取締役，取締役
事業主，支配人等の
役職名を記載する。

１ １

証明者が申請者以外の
建設業者である場合は，
許可番号，許可年月日，
許可業種を記載する。

役員等としての経験を有した期間を
記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白

“ ”は必ず ０ で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を変更する場合
３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

 申請人が法人の場合

 申請人が個人の場合
 申請人が個人で支配人を

置いている場合
 
 
 

区分が変更の場合
は，変更年月日を
記載する。

… … … …大臣 ００
…宮城県知事 ０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

許可申請書に添
付する場合は下
段を，それ以外の
場合は上段を消
す。

（１）

（２）

（１）

（２）

証明者は，証明し
ようとする期間被
証明者が在職して
いた法人の代表者
又は個人の事業主
とする（注２）。
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改　定　前改　定　後



（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

（３）　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

財務部長

平成　２７年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　５　年　　月

社　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

令和　○　年　○　月　○　日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第二面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

宮　城　県　知事 届出者 　  代表取締役　仙　台　太　郎

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2

18

氏 名 ２ ５ 仙 台 二 郎

3 5 10 13 14 16

月 2 2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 2 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ６

3 5 10 13 14 16

月 日年生 年 月 日

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

１１

建設業の財務管理の業務経験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に
補佐する者を変更する場合

３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合
（変更を伴わない場合）

区分が変更の場合
は，変更年月日を
記載する。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は，同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても，それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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（ １ ３ ） 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔 様式第七号の二〕
　 　 　 　 　 　 （ 当該用紙の記載要領を必ずご覧く ださい。 ）

（ ３） 　 下記の者は、 次のとおり５ 年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、 上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

財務部長

平成　 ２ ７ 年　 ４ 　 月から　 令和　 ２ 年　 　 ３ 月まで　 満　 ５ 　 年　 　 月

社 員

（ 例）

土木工事業 平成１ ６ 年６ 月２ ５ 日 許可

許可年月日

 【 新規・ 変更後・ 常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔 令和R、 平成Ｈ、 昭和Ｓ、 大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

 【 変　 　 更　 　 前】

元号〔 平成Ｈ、 昭和Ｓ、大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

備考
　 　 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、 別紙による。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注１） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注２）

   令和　 　 年　 　 月　 　 日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と 被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（ 般－１ ６ ） 第１ ２ ３ ４ ５ 号

様式第七号の二（ 第三条関係） （ 用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（ 第二面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社 仙 台 建 設

宮 城 県　 知事 届出者 代表取締役 仙 台 太 郎

11 13 15

（ １． 新規　 　 　 ２ ． 変更　 　 　 ３ ． 常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

記

3

氏名のフ リ ガナ ２ ４ セ ン

0 8 月 2 5 日5号 令和 0 1 年第0 1 2

18

氏 名 ２ ５ 仙 台 二 郎

3 5 10 13 14 16

月 2 2 日

住 所 　 　 宮城県多賀城市鶴ヶ谷１ －４－１

Ｓ 3 2 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ６

3 5 10 13 14 16

月 日年生 年 月 日

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

１ １

建設業の財務管理の業務経験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白

“ ”は必ず ０ で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に

補佐する者を変更する場合
３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

区分が変更の場合
は，変更年月日を
記載する。

… … … …大臣 ００
…宮城県知事 ０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は，同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても，それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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改　定　前改　定　後



（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

総務部長

平成　２７年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　５　年　　月

社　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ３ ０

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 3 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ９ 仙 台 三 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ ２ ８ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ７ 1

令和　○　年　○　月　○　日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第三面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

宮　城　県　知事 届出者     代表取締役　仙　台　太　郎

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

１１

建設業の労務管理の業務経験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に
補佐する者を変更する場合

３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合
（変更を伴わない場合）

変更の場合は，変
更年月日を記載す
る。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は，同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても，それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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（ １ ３ ） 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔 様式第七号の二〕
　 　 　 　 　 　 （ 当該用紙の記載要領を必ずご覧く ださい。 ）

　 下記の者は、 次のとおり５ 年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、 上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

総務部長

平成　 ２ ７ 年　 ４ 　 月から　 令和　 ２ 年　 　 ３ 月まで　 満　 ５ 　 年　 　 月

社 員

（ 例）

土木工事業 平成１ ６ 年６ 月２ ５ 日 許可

許可年月日

 【 新規・ 変更後・ 常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔 令和R、 平成Ｈ、 昭和Ｓ、 大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

 【 変　 　 更　 　 前】

元号〔 平成Ｈ、 昭和Ｓ、大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

備考
　 　 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、 別紙による。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注１） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ３ ０

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　 　 宮城県多賀城市鶴ヶ谷１ －４－１

Ｓ 3 3 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ９ 仙 台 三 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフ リ ガナ ２ ８ セ ン

0 8 月 2 5 日5号 令和 0 1 年第0 1 2許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（ １． 新規　 　 　 ２ ． 変更　 　 　 ３ ． 常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ７ 1

   令和　 　 年　 　 月　 　 日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と 被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（ 般－１ ６ ） 第１ ２ ３ ４ ５ 号

様式第七号の二（ 第三条関係） （ 用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（ 第三面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社 仙 台 建 設

宮 城 県　 知事 届出者     代表取締役 仙 台 太 郎

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

１ １

建設業の労務管理の業務経験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白

“ ”は必ず ０ で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に

補佐する者を変更する場合
３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

変更の場合は，変
更年月日を記載す
る。

… … … …大臣 ００
…宮城県知事 ０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は，同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても，それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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改　定　前改　定　後



（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

業務部長

平成　２７年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　５　年　　月　

社　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ３ ４

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 4 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ３ ３ 仙 台 四 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ ３ ２ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

３ １ 1

令和　○　年　○　月　○　日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第四面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

宮　城　県　知事 届出者     代表取締役　仙　台　太　郎

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

１１

建設業の業務運営の業務経
験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に
補佐する者を変更する場合

３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合
（変更を伴わない場合）

区分が変更の場合
は，変更年月日を
記載する。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は，同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても，それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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（ １ ３ ） 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔 様式第七号の二〕
　 　 　 　 　 　 （ 当該用紙の記載要領を必ずご覧く ださい。 ）

　 下記の者は、 次のとおり５ 年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、 上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

業務部長

平成　 ２ ７ 年　 ４ 　 月から　 令和　 ２ 年　 　 ３ 月まで　 満　 ５ 　 年　 　 月　

社 員

（ 例）

土木工事業 平成１ ６ 年６ 月２ ５ 日 許可

許可年月日

 【 新規・ 変更後・ 常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔 令和R、 平成Ｈ、 昭和Ｓ、 大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

 【 変　 　 更　 　 前】

元号〔 平成Ｈ、 昭和Ｓ、大正Ｔ 、 明治Ｍ〕

備考
　 　 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、 別紙による。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注１） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ３ ４

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　 　 宮城県多賀城市鶴ヶ谷１ －４－１

Ｓ 3 4 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ３ ３ 仙 台 四 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフ リ ガナ ３ ２ セ ン

0 8 月 2 5 日5号 令和 0 1 年第0 1 2許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（ １． 新規　 　 　 ２ ． 変更　 　 　 ３ ． 常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

３ １ 1

   令和　 　 年　 　 月　 　 日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と 被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（ 般－１ ６ ） 第１ ２ ３ ４ ５ 号

様式第七号の二（ 第三条関係） （ 用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（ 第四面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社 仙 台 建 設

宮 城 県　 知事 届出者     代表取締役 仙 台 太 郎

被証明者１人につき，
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で，被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は，当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して，当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役，本人
が証明）の証明を得ること。

１ １

建設業の業務運営の業務経
験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白

“ ”は必ず ０ で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は，最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に

補佐する者を変更する場合
３ 更新，業種追加，般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

区分が変更の場合
は，変更年月日を
記載する。

… … … …大臣 ００
…宮城県知事 ０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は，同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても，それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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改　定　前改　定　後



（１４）常勤役員等の略歴書〔様式第七号の二別紙〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

※　「賞罰」の欄は，行政処分等についても記載すること。

現 住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

氏 名 　　仙　台　　一　郎 生 年 月 日 Ｓ　３１　　年　　　５　月　　２２　日生

別紙１
（用紙Ａ４）

常勤役員等の略歴書

職　　　　　　　　  名 　取　締　役

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　H２０ 年　 ４月　 １日
（株）宮城物産　　 本店営業部勤務

至　H３０ 年　 ３月  ３１日

自　H２７ 年　 ４月　 １日
　　　　　　　　　　取締役

至　H３０ 年　 ３月  ３１日

職 自　H３０ 年　 ４月　 １日
（株）仙台建設入社　　  取締役　現在に至る

至　R２　 年　 ３月  ３１日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　　な　　し
賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

罰

氏　名　 仙　台　　太　郎

　上記の通り相違ありません。

　 令和　　○　年　　○　月　　○　日

現在に至るまでの職歴

を記入する。

※様式第七号の二で

示した役員等としての

期間については，特に

具体的に示すこと。

施行規則第７条１号ロに規定する常勤役員等について記載すること。

◎記載前に必ず確認！！
取締役，顧問，相談役，株主，支配人，支店長，個人事業主等が，法第８条の欠格要件に該当していないか，必ず確認すること。

許可後に欠格要件に該当していることが判明した場合は，不正の手段により許可を受けた場合に該当し，建設業許可が取り消され，

その後５年間許可を受けることができなくなる可能性があります。

【法第８条の欠格要件の主な例】 ※必ず法律で詳細を確認すること

○禁錮以上の刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

※執行猶予が付された場合も該当

○刑法等の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

○暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）
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（ １ ４） 常勤役員等の略歴書〔 様式第七号の二別紙〕
　 　 　 　 　 　 （ 当該用紙の記載要領を必ずご覧く ださい。 ）

記載要領

 　 「 賞罰」 の欄は， 行政処分等についても記載すること。

現 住 所　 　 宮城県多賀城市鶴ヶ谷１ －４－１

氏 名　 　 仙　 台　 　 一　 郎 生 年 月 日 Ｓ ３ １ 　年　 　 　 ５ 　 月　 　 ２ ２ 　 日生

別紙１
（ 用紙Ａ４ ）

常勤役員等の略歴書

職　 　 　 　 　　 　 　   名　 取　締　 役

期　 　 　 　 　 　間 従　 　事　 　 し　 　 た　 　 職　 　 務　　 内　 　 容

自　 H２０ 年　  ４ 月　  １ 日
（ 株） 宮城物産　　  本店営業部勤務

至　 H３０ 年　  ３ 月  ３ １日

自　 H２７ 年　  ４ 月　  １ 日
　 　 　 　 　 　 　 　　 　 取締役

至　 H３０ 年　  ３ 月  ３ １日

職 自　 H３０ 年　  ４ 月　  １ 日
（ 株） 仙台建設入社　 　  取締役　 現在に至る

至　 R２ 年　  ３ 月  ３ １日

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

歴 至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

年　 　 　 月　 　 　 日 賞　　 　 　 罰　 　 　　 の　 　 　 　 内　 　 　 　 容

　 　 な　 　 し
賞

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　月　 　 　 日

罰

氏　 名　 仙　 台　 　 太　 郎

上記の通り相違ありません。

   　 令和　 　 　 年　　 　 月　 　 　 日

現在に至るまでの職歴

を記入する。

 様式第七号の二で

示した役員等者として

の期間については，特

に具体的に示すこと。

施行規則第７条１号ロに規定する常勤役員等について記載すること。

 記載前に必ず確認！！
取締役，顧問，相談役，株主，支配人，支店長，個人事業主等が，法第８条の欠格要件に該当していないか，必ず確認すること。

許可後に欠格要件に該当していることが判明した場合は，不正の手段により許可を受けた場合に該当し，建設業許可が取り消され，

その後５年間許可を受けることができなくなる可能性があります。

【法第８条の欠格要件の主な例】  必ず法律で詳細を確認すること

 禁錮以上の刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

 執行猶予が付された場合も該当

 刑法等の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

 暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）
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改　定　前改　定　後



（１５）常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書〔様式第七号の二別紙〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

※　「賞罰」の欄は，行政処分等についても記載すること。

氏　名　 仙　台　　太　郎

　上記の通り相違ありません。

　 令和　　○　年　　○　月　　○　日

罰

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　　な　　し
賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　H１０ 年　 ４月　 １日
　　　　　　　　　　　 本店財務部勤務

至　Ｈ２７年　 ３ 月  ３１日

職 自　Ｈ２７ 年　  ４月　　１日
　　　　　　　　　　　 本店財務部長　現在に至る

至　R２ 　 年　  ３月  ３１日

職　　　　　　　　  名　　財　務　部　長

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　Ｓ６０ 年　 ４月　 １日
（株）仙台建設入社　　 本店営業部勤務

至　H１０ 年　 ３月  ３１日

現 住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

氏 名 　　仙　台　　二　郎 生 年 月 日 Ｓ　３２　　年　　　５　月　　２２　日生

別紙２
（用紙Ａ４）

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

現在に至るまでの職歴

を記入する。

※様式第七号の二で

示した業務経験の期

間については，特に具

体的に示すこと。

施行規則第７条１号ロに規定する常勤役員等を直接

に補佐する者について記載すること。
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（ １ ５） 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書〔 様式第七号の二別紙〕
　 　 　 　 　 　 （ 当該用紙の記載要領を必ずご覧く ださい。 ）

記載要領

 　 「 賞罰」 の欄は， 行政処分等についても記載すること。

現 住 所 　 　 宮城県多賀城市鶴ヶ谷１ －４ －１

氏 名 　 　 仙　 台　 　 二　郎 生 年 月 日 Ｓ ３２ 　 年　 　 　 ５ 　 月　 　 ２ ２　 日生

別紙２
（ 用紙Ａ４ ）

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

職　 　 　 　 　 　 　 　   名　 　 財　 務　 部　 長

期　 　 　 　 　 　 間 従　 　 事　 　 し　 　 た　 　 職　 　 務　 　 内　 　 容

自　 Ｓ６０ 年　  ４ 月　  １日
（ 株） 仙台建設入社　 　  本店営業部勤務

至　 H１０ 年　  ３ 月  ３ １ 日

自　 H１０ 年　  ４ 月　  １日
　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　  本店財務部勤務

至　 Ｈ２７年　  ３ 月  ３ １ 日

職 自　 Ｈ２ ７  年　   ４ 月　 　 １日
　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　  本店財務部長　 現在に至る

至　 R２ 年　 ３ 月 ３ １ 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

歴 至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

年　 　 　 月　 　 　 日 賞　 　 　 　 罰　 　 　 　 の　 　 　 　 内　 　 　 　 容

　 　な　 　 し
賞

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

自　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

至　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

罰

氏　 名　 仙　 台　 　 太　 郎

上記の通り相違ありません。

   　 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

現在に至るまでの職歴

を記入する。

 様式第七号の二で

した業務経験の期間に

ついては，特に具体的

に示すこと。

施行規則第７条１号ロに規定する常勤役員等を直接

に補佐する者について記載すること。
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改　定　前改　定　後



適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号ロ該当の場合） 

新 
 
 
 

規 
 

・ 
 

追 
 
 
 

加 

○常勤役員等について 
１ 常勤性を証明するものとして次のいずれか 
 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写  
 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写 
 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写 
 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写 
        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写 
  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。 

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。 
 
２ 役職名及び経験年数を確認するもの 
 イ 法人の役員にあっては，登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分） 

なお，更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。 
 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては，期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（着任時と退任

時）等の写 
 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写 
 

※役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理，労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。） 
としての経験を証明する場合は，個別に御相談ください。 
 

３ 法第 7 条第１号（規則第７条第 1 号ロ）の期間を証明するものとして次のいずれか 
  ※建設業以外の会社における役員等の経験期間については添付不要。 
 イ 変更届出書（決算報告）の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期

間分）の写 
ロ 工事請負契約書，工事請書，注文書等（期間分）の写 
ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分） 
 
○当該常勤役員等を直接に補佐する者について 

個別に御相談ください。 
更 
 

新 

 
 常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか 
 

 
（注１）変更する場合の確認資料は「新規・追加」と同様 
 
（注２）確認資料として確定申告書を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合には，

税務署の受信通知を添付してください。 
 
（注３）経験年数については，概ね四半期に１件程度の工事を確認します。 

（工期の始期及び終期が属する四半期を含めてカウントします。） 
    なお，電気工事業の営業に当たっては，電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年

法律第９６号）第３条の規定により登録を受けなければならないため，登録を受けて営業した期

間のみ経験年数として認めます。 
 
（注４）必要に応じて，上記資料以外の資料を確認する場合があります。 
 
（注５）確認資料について不明な点がある場合には，事前にお問い合わせください。 

被保険者等記号・番号に 

マスキングをすること。 
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適正な経営体制の確認資料（ 規則第７条１号ロ該当の場合）

新

規

・

追

加

 常勤役員等について

１  常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・ 厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写 

 ロ 健康保険・ 厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

  二 確定申告書 法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

         個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写

   出向の場合には別途確認資料が必要となります。 個別に御相談く ださい。

 現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（ 通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２ 時間を超える場合） は，（ 公共交通機関利用の場合は） 通勤定期券，（ 車通勤の場合は） 通

勤経路図（ 所要時間を明記して作成） 及び高速料金領収証， ＥＴ Ｃの利用明細書等の資料（ 写） を

追加で提出していただきます。

２  役職名及び経験年数を確認するもの

 イ 法人の役員にあっては， 登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（ 期間分）

なお， 更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。

 ロ 令第３ 条に規定する使用人にあっては， 期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（ 着任時と退任

時） 等の写

 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写

 役員等に次ぐ職制上の地位にある者（ 財務管理，労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）

としての経験を証明する場合は， 個別に御相談く ださい。

３  法第7 条第１ 号（ 規則第７ 条第1 号ロ） の期間を証明するものとして次のいずれか

   建設業以外の会社における役員等の経験期間については添付不要。

 イ 変更届出書（ 決算報告） の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［ 様式第三号］（ 期

間分） の写

ロ 工事請負契約書， 工事請書， 注文書等（ 期間分） の写

ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（ 期間分）

 当該常勤役員等を直接に補佐する者について

個別に御相談く ださい。

更

新

 常勤性を証明するものとして上記１ のイ～二のいずれか

（ 注１） 変更する場合の確認資料は「 新規・ 追加」 と同様

（ 注２）確認資料として確定申告書を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合には，

税務署の受信通知を添付してく ださい。

（ 注３） 経験年数については，概ね四半期に１件程度の工事を確認します。

（ 注４） 必要に応じて， 上記資料以外の資料を確認する場合があります。

（ 注５） 確認資料について不明な点がある場合には， 事前にお問い合わせく ださい。

（ 注６） 過去５ 年以内に申請（ 届出） 事業者の建設業法第７条第１ 号（ 規則第７条第１ 号ロ） に規定さ

れる常勤役員等又は当該常勤役員等を直接に補佐する者として証明された者を再度証明する場

合の特例 

被保険者等記号・ 番号に

マスキングをすること。
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改　定　前改　定　後



 

（注６）過去５年以内に申請（届出）事業者の建設業法第７条第１号（規則第７条第１号ロ）に規定さ

れる常勤役員等又は当該常勤役員等を直接に補佐する者として証明された者を再度証明する場

合の特例 

今回の申請又は届出に添付する常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（様式

第七号の二）と，過去に作成し証明された常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明

書（様式第七号の二）の記載内容が同一である場合，常勤役員等については，上記「２ 役職名

及び経験年数を確認するもの」及び「３ 法第 7条第 1号（規則第７条第１号イ）の期間を証明

するもの」に関する資料，当該常勤役員等については「被認定者における経験が財務管理，労務

管理又は業務運営の業務に関するものであることを確認するための書類」及び「経験の期間を確

認するための書類」の提出を省略することができます。 

その際，過去に提出した常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（様式第七号

の二）の副本の写し及び，それらの書類を提出した際の過去の建設業許可申請書（様式第一号）

又は変更届出書（様式第二十二号の二）の副本の写し（土木事務書の受付印が確認できないもの

は不可。）を確認資料として添付してください。 

   ※過去に規則第７条第１号ロに規定する常勤役員等として認められた者を，規則第７条第１号イ

に規定する常勤役員等として申請する場合には，改めて確認資料を提出する必要があります。 

※資料の提出を省略するものであり，審査を省略するものではありません。 

   ※省略の対象となるのは，申請（届出）事業者において，過去５年以内に常勤役員等として証明

された方に限られます。 

 

（注７）資料の提出に関し「いずれか」と記載がある項目についても，提出された資料で要件を満たし

ていることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので，用意できる資料については

あらかじめ持参するようお願いいたします。 
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今回の申請又は届出に添付する常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（ 様式

第七号の二） と，過去に作成し証明された常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明

書（ 様式第七号の二） の記載内容が同一である場合，常勤役員等については，上記「 ２ 役職名

及び経験年数を確認するもの」 及び「 ３ 法第7条第1号（ 規則第７ 条第１号イ） の期間を証明

するもの」 に関する資料，当該常勤役員等については「 被認定者における経験が財務管理，労務

管理又は業務運営の業務に関するものであることを確認するための書類」 及び「 経験の期間を確

認するための書類」 の提出を省略することができます。  

その際，過去に提出した常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（ 様式第七号

の二） の副本の写し及び， それらの書類を提出した際の過去の建設業許可申請書（ 様式第一号）

又は変更届出書（ 様式第二十二号の二） の副本の写し（ 土木事務書の受付印が確認できないもの

は不可。） を確認資料として添付してく ださい。 

    過去に規則第７条第１号ロに規定する常勤役員等として認められた者を，規則第７条第１号イ

に規定する常勤役員等として申請する場合には， 改めて確認資料を提出する必要があります。 

 資料の提出を省略するものであり， 審査を省略するものではありません。  

    省略の対象となるのは，申請（ 届出） 事業者において，過去５年以内に常勤役員等として証明

された方に限られます。  

（ 注７） 資料の提出に関し「 いずれか」 と記載がある項目についても，提出された資料で要件を満たし

ていることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので，用意できる資料については

あらかじめ持参するようお願いいたします。  
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改　定　前改　定　後



 

適正な経営体制の確認資料（ 規則第７条１号イ該当の場合）

新

規

・

追

加

１  常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・ 厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写

 ロ 健康保険・ 厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

  二 確定申告書 法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

         個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写

   出向の場合には別途確認資料が必要となります。 個別に御相談く ださい。

 現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（ 通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２ 時間を超える場合） は，（ 公共交通機関利用の場合は） 通勤定期券，（ 車通勤の場合は） 通

勤経路図（ 所要時間を明記して作成） 及び高速料金領収証， ＥＴ Ｃの利用明細書等の資料（ 写） を

追加で提出していただきます。

２  役職名及び経験年数を確認するもの

 イ 法人の役員にあっては， 登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（ 期間分）

なお， 更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。

 ロ 令第３ 条に規定する使用人にあっては， 期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（ 着任時と退任

時） 等の写

 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写

   二 執行役員等（ ） で申請する場合の確認資料（ ～ の要件を全て満たす必要があります。）

 取締役会設置会社において， 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の

委譲を受ける者として選任され， かつ， 取締役会によって定められた業務執行方針に従って，

代表取締役の指揮および命令のもとに， 具体的な業務執行に専念した者。

 執行役員等の地位が業務を執行する社員， 取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認

するための書類

組織図（ 写）

 業務執行を行う 特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

業務分掌規程（ 写）

 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され， か

つ， 取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って， 特定の事業部門に関して， 代表取

締役の指揮及び命令のもとに， 具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

定款， 執行役員規程， 執行役員職務分掌規程， 取締役会規則， 取締役就業規程， 取締役会の議事

録のいずれか（ 写）

 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類

 取締役会の議事録， 人事発令書のいずれか（ 写）

  ホ 経営業務補佐経験で申請する場合の確認資料（ ～ の要件を全て満たす必要があります。）

 被認定者による経験が業務を執行する社員， 取締役， 執行役若しく は法人格のある各種の組合等の

理事等， 個人の事業主又は支配人その他支店長， 営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位

に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類

組織図（ 写）

 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類

業務分掌規程， 過去の稟議書のいずれか（ 写）  

 補佐経験の期間を確認するための書類

人事発令書（ 写）

３  法第7 条第1 号（ 規則第７ 条第１ 号イ） の期間を証明するものとして次のいずれか

 イ 変更届出書（ 決算報告） の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［ 様式第三号］（ 期

間分） の写

ロ 工事請負契約書， 工事請書， 注文書等（ 期間分） の写

ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（ 期間分）

更

新

 常勤性を証明するものとして上記１ のイ～二のいずれか

被保険者等記号・ 番号に

マスキングをすること。
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改　定　前改　定　後



 

（ 注１） 変更する場合の確認資料は「 新規・ 追加」 と同様

（ 注２）確認資料として確定申告書を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合には，

税務署の受信通知を添付してく ださい。

（ 注３） 経験年数については，概ね四半期に１件程度の工事を確認します。

（ 注４） 必要に応じて， 上記資料以外の資料を確認する場合があります。

（ 注５） 確認資料について不明な点がある場合には， 事前にお問い合わせく ださい。

（ 注６） 過去５ 年以内に申請（ 届出） 事業者の建設業法第７条第１ 号（ 規則第７条第１ 号イ） に規定さ

れる常勤役員等（ 令和２年９月３ ０日以前における経営業務の管理責任者） として証明された者

を再度証明する場合の特例 

今回の申請（ 届出） に添付する常勤役員等証明書（ 様式第七号） と，過去５年以内に作成し証

明された常勤役員等証明書（ 様式第七号）（ 令和２年９ 月３０日以前における経営業務の管理責

任者証明書（ 様式第７号）） の記載内容が同一である場合，上記の，「 ２ 役職名及び経験年数を

確認するもの」 及び「 ３ 法第7条第1号（ 規則第７条第１号イ） の期間を証明するもの」 に関

する資料の提出を省略することができます。  

その際， 過去に提出した常勤役員等証明書（ 様式第七号）（ 令和２年９月３０日以前における

経営業務の管理責任者証明書（ 様式第７号）） の副本の写し及び，それらの書類を提出した際の

過去の建設業許可申請書（ 様式第一号）又は変更届出書（ 様式第二十二号の二）の副本の写し（ 土

木事務所の受付印が確認できないものは不可。） を確認資料として添付してく ださい。  

    資料の提出を省略するものであり， 審査を省略するものではありません。  

    省略の対象となるのは，申請（ 届出） 事業者において，過去５年以内に常勤役員等として証明

された方に限られます。  

（ 注７） 資料の提出に関し「 いずれか」 と記載がある項目についても，提出された資料で要件を満たし

ていることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので，用意できる資料については

あらかじめ持参するようお願いいたします。  
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改　定　前改　定　後



（１７）専任技術者証明書（新規・変更）〔様式第八号〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

（２）　下記のとおり，専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和R，平成Ｈ，昭和Ｓ，大正Ｔ，明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和R，平成Ｈ，昭和Ｓ，大正Ｔ，明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和R，平成Ｈ，昭和Ｓ，大正Ｔ，明治Ｍ〕

解

解

解

古川支店（Ｈ５．４．１入社）

変更，追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

１ ２ ３ ４ ５ ６

専 任 技 術 者
の 住 所

　宮城県栗原市築館藤木５－１ 営業所の名称
（新所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 0 2

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

現在担当している
建設工事の種類

30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 4

3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電

1 7 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 3 7 年 0 9

具 水 消 清井

仁
10

管 タ 鋼 筋

月

15 18 20

氏 名 ６ ３ バ 生年月日バ 馬 場

専 任 技 術 者
の 住 所

　宮城県仙台市宮城野区幸町４－１－２
営業所の名称
（新所属） 本店（Ｈ１６．４．１２入社）

項 番 フリガナ 　ババ　ジン
3 5

変更，追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 3

3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

7

７ ８

現在担当している
建設工事の種類

9

30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電

0 5 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 4 2 年 1 2

具 水 消 清井

四 郎
10

管 タ 鋼 筋

月

15 18 20

氏 名 ６ ３ ナ 生年月日ガ 永 浦

専 任 技 術 者
の 住 所 　宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 営業所の名称

（ 新 所 属） 本店（Ｓ６０．４．１入社）

項 番 フリガナ 　ナガウラ　シロウ
3 5

変更，追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５

現在担当している
建設工事の種類

30

今後担当する建 ６ ４ 9 9
設 工 事 の 種 類

3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電土 建 大 左 と

0 日生年月日Ｓ 3 5 年

管 タ 鋼 筋 清

三 郎 1 0 月 1

石 具 水 消井

氏 名 ６ ３ ス ガ 管 原

記

項 番 フリガナ 　スガワラ　サブロウ
3 5 10 15 18 20

日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２
国土交通大臣

月

大臣コード
知事

3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設
宮　城　県　知事 届出者 代表取締役　仙　台　太　郎

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり，
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　○　年　○　月　○　日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

地方整備局長 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

この様式は次の場合に使用する。 （区分）
○ 新規（許可換え，般特含む），業種の追加等の申請を
する場合 ……………１
○ 現在証明されている専任技術者の担当業種，資格に
変更があった場合 ……………２
○ 営業所の新設に伴って専任技術者を追加する場合･……３
○ 専任技術者が交替する場合 ･………３・４
婚姻等により姓又は名が変わった場合 （２枚使用）

○ 現在専任技術者となっている者が所属営業所のみ変更
した場合 ･…………５
※ 区分２～５については，Ｐ．101，111も参照一般建設業の場合は下段を，

特定建設業の場合は上段を消
すこと。両方に該当する場合
は消さない。

削除の場合以外は
「（１）」を“○”で囲
む。
削除の場合は「（２）」
を“○”で囲む。

業種の一部廃業若しくは営業所の廃止に伴う
専任技術者の削除は，届出書〔様式二十二号の
三）により届け出ること。

複数の許可を受
けている場合は，
最も古いものを
記入する。

国家資格で「一般」
は「７」，「特定」は「９」
等を記入する。
区分２の場合も，既
に証明されている業
種を含めて今後担当
する業種をすべて記
入する。

区分１，２，４，５の
とき，これまでの担
当業種を記入する。

左余白は必ず“０”
で埋める。

区分４，５のとき旧
所属を記載する。

この証明書を提出
後に所属する営業
所を記載する。

採用年月日を記入
する。

姓の最初から２文
字記入。

Ｐ.69の建設業の種
類・有資格区分の
コード番号表にした
がって該当する数
字を記入する。

国家資格者はP.70
～72の資格表を参
照し，該当するコー
ド番号を記入する。
（例）１級土木施工
管理技士－１３

区分２～５のと
き記載する。

国家資格がある場
合は，資格証明書
の字で記入。実務
経験のみの場合は
住民票の字（ただ
し経営業務の管理
責任者を兼ねてい
る場合で登記され
ていればその登記
事項証明書の字）で
記入する。 第２種電気工事士は免許交付後３年，電気主任技術者は免許交付後５年，技能検定２級

合格者は合格後１年，給水装置工事主任技術者は免許交付後１年，地すべり防止工事士
及び建築設備士並びに１級計装士は認定後１年の実務経験証明書を添付する。
※ 平成１６年度以降の職業能力開発促進法に基づく２級の技能検定に合格された方は，
合格該当業種の建設工事に関し３年以上の実務経験が必要になります。

区分１のときは下段を，区分
２～５のときは上段を消す。
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（ １７ ） 専任技術者証明書（ 新規・ 変更） 〔 様式第八号〕
　 　 　 　 　 　 （ 当該用紙の記載要領を必ずご覧く ださい。 ）

（ ２） 　下記のとおり， 専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（ フリガナ）

元号〔 令和R， 平成Ｈ， 昭和Ｓ， 大正Ｔ ， 明治Ｍ〕

（ フリガナ）

元号〔 令和R， 平成Ｈ， 昭和Ｓ， 大正Ｔ ， 明治Ｍ〕

（ フリガナ）

元号〔 令和R， 平成Ｈ， 昭和Ｓ， 大正Ｔ ， 明治Ｍ〕

様式第八号（ 第三条関係） （ 用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

地方整備局長 宮城県仙台市青葉区本町３ －８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社 仙 台 建 設

宮　 城　県 知事 届出者 代表取締役 仙 台 太 郎

専任技術者証明書（ 新規・ 変更）

（ １） 　下記のとおり，
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

   令和　 　年　 　月　 　日

大臣コード
知事

3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２
国土交通大臣

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ） 第

記

項 番 フリガナ スガワラ サブロウ
3 5 10 15 18 20

石 具 水 消井

氏 名 ６ ３ ス ガ 管 原 0 日生年月日Ｓ 3 5 年

管 タ 鋼 筋 清

三 郎 1 0 月 1

3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電土 建 大 左 と
30

今後担当する建 ６ ４ 9 9
設 工 事 の 種 類

現在担当している
建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

変更， 追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　 日 （ 旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

専 任 技 術 者
の 住 所 　 宮城県柴田郡大河原町字南１ ２９ －１

営業所の名称
（ 新所属） 本店（ Ｓ６ ０．４ ． １ 入社）

項 番 フリガナ ナガウラ シロウ
3 5

月

15 18 20

氏 名 ６ ３ ナ 生年月日ガ 永 浦
清井

四 郎
10

管 タ 鋼 筋屋 電

0 5 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 4 2 年 1 2

具 水 消
15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防
30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

3 5 10

現在担当している
建設工事の種類

9

7

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

変更， 追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　 日 （ 旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 3

専 任 技 術 者
の 住 所

　 宮城県仙台市宮城野区幸町４ －１ －２
営業所の名称
（ 新所属） 本店（ Ｈ１ ６．４ ． １ ２入社）

項 番 フリガナ ババ ジン
3 5

月

15 18 20

氏 名 ６ ３ バ 生年月日バ 馬 場
清井

仁
10

管 タ 鋼 筋屋 電

1 7 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 3 7 年 0 9

具 水 消
15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防
30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 4

3 5 10

現在担当している
建設工事の種類

有 資 格 区 分 ６ ５ 0 2

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

専 任 技 術 者
の 住 所

　 宮城県栗原市築館藤木５－１ 営業所の名称
（ 新所属） 古川支店（ Ｈ５． ４ ． １ 入社）

変更， 追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　 日 （ 旧所属）

解

解

解

この様式は次の場合に使用する。 （区分）
 新規（許可換え，般特含む），業種の追加等の申請を
する場合 … … … … … １
 現在証明されている専任技術者の担当業種，資格に
変更があった場合 … … … … … ２
 … …営業所の新設に伴って専任技術者を追加する場合･ ３
 … … …専任技術者が交替する場合 ･ ３・４

婚姻等により姓又は名が変わった場合 （２枚使用）
 現在専任技術者となっている者が所属営業所のみ変更
した場合 … … … …･ ５
 区分２～５については，Ｐ．101，111も参照一般建設業の場合は下段を，

特定建設業の場合は上段を消
すこと。両方に該当する場合
は消さない。

削除の場合以外は
“  ”「（１）」を で囲

む。
削除の場合は「（２）」

“  ”を で囲む。

業種の一部廃業若しくは営業所の廃止に伴う
専任技術者の削除は，届出書〔様式二十二号の
三）により届け出ること。

複数の許可を受
けている場合は，
最も古いものを
記入する。

国家資格で「一般」
は「７」，「特定」は「９」
等を記入する。

区分２の場合も，既
に証明されている業
種を含めて今後担当
する業種をすべて記
入する。

区分１，２，４，５の
とき，これまでの担
当業種を記入する。

“ ”左余白は必ず ０
で埋める。

区分４，５のとき旧
所属を記載する。

この証明書を提出
後に所属する営業
所を記載する。

採用年月日を記入
する。

姓の最初から２文
字記入。

Ｐ.57の建設業の種
類・有資格区分の
コード番号表にした
がって該当する数
字を記入する。

国家資格者はP.58
～60の資格表を参
照し，該当するコー
ド番号を記入する。
（例）１級土木施工
管理技士－１３

区分２～５のと
き記載する。

国家資格がある場
合は，資格証明書
の字で記入。実務
経験のみの場合は
住民票の字（ただ
し経営業務の管理
責任者を兼ねてい
る場合で登記され
ていればその登記
事項証明書の字）で
記入する。 第２種電気工事士は免許交付後３年，電気主任技術者は免許交付後５年，技能検定２級

合格者は合格後１年，給水装置工事主任技術者は免許交付後１年，地すべり防止工事士
及び建築設備士並びに１級計装士は認定後１年の実務経験証明書を添付する。
 平成１６年度以降の職業能力開発促進法に基づく２級の技能検定に合格された方は，
合格該当業種の建設工事に関し３年以上の実務経験が必要になります。

区分１のときは下段を，区分
２～５のときは上段を消す。
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専任技術者証明書における建設業の種類・有資格区分のコード番号表 

一般建設業 

建設業の 

種類 

（項番 64） 

有資格区分 

（項番 65） 

法

第

７

条

第

２

号 

イ（指定学科卒業と 

実務経験） 
１ ０１ 

ロ（実務経験 

10 年以上） 
４ ０２ 

ハ（国家資格者及び 

大臣特認） 
７ ※ 

 

 
 

技術者の資格（指定学科）表 
法第７条第２号イ該当者 

許可を受けようとする建設業 学         科 

土木工事業，舗装工事業 
土木工学（農業土木，鉱山土木，森林土木，砂防，治山，緑地

又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。），都

市工学，衛生工学又は交通工学に関する学科 
建築工事業，大工工事業 
ガラス工事業，内装仕上工事業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左官工事業，とび・土工工事業 
石工事業，屋根工事業 
タイル・れんが・ブロック工事業 
塗装工事業，解体工事業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電気工事業，電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科 
管工事業，水道施設工事業 
清掃施設工事業 

土木工学，建築学，機械工学，都市工学又は衛生工学に関する

学科 
鋼構造物工事業，鉄筋工事業 土木工学，建築学又は機械工学に関する学科 
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科 
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科 
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科 
機械器具設置工事業，消防施設工事業 建築学，機械工学又は電気工学に関する学科 
熱絶縁工事業 土木工学，建築学又は機械工学に関する学科 
造園工事業  土木工学，建築学，都市工学又は林学に関する学科 
さく井工事業 土木工学，鉱山学，機械工学又は衛生工学に関する学科 
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科 

（注）上記学科以外の名称の場合は，事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の，履修科目及び取得単

位数が確認できる書類（原本）を持参の上，御相談ください。 
 

 

特定建設業 
建設業の種類 

（項番 64） 

有資格区分 

（項番 65） 

法第 15 条第２号イ（国家資格者） ９ ● 

法第 15 条

第２号ロ

(指導監督

的実務経

験) 

法第

７条 

第２

号 

イ（指定学科卒業と実務経験） ２ ０１ 

ロ（実務経験 10 年以上） ５ ０２ 

ハ（国家資格者及び大臣特認） ８ ○ 

法第 15 条第２号ハ 

（大臣特認） 

同号イと同等以上 ３ ０３ 

同号ロと同等以上 ６ ０４ 

（注）「●」はＰ.70~72 の資格表のうち「●」，「■」のもの。また，「○」

はＰ.70~72 の資格表のうち「○」，「□」のもの。 

（注）「※」はＰ.70~72 の資格表のうち 

「○」，「□」，及び「●」，「■」のもの。 

専任技術者証明書における建設業の種類・ 有資格区分のコード番号表

一般建設業

建設業の

種類

（ 項番64）

有資格区分

（ 項番65）

法

第

７

条

第

２

号

イ（ 指定学科卒業と

実務経験）
１ ０ １

ロ（ 実務経験

10 年以上）

４ ０ ２

ハ（ 国家資格者及び

大臣特認）
 ７

技術者の資格（ 指定学科） 表

法第７条第２号イ該当者

許可を受けようとする建設業 学         科

土木工事業， 舗装工事業

土木工学（ 農業土木， 鉱山土木， 森林土木， 砂防， 治山， 緑地

又は造園に関する学科を含む。 以下この表において同じ。）， 都

市工学， 衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業， 大工工事業

ガラス工事業， 内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業， とび・ 土工工事業

石工事業， 屋根工事業

タイル・ れんが・ ブロック工事業

塗装工事業， 解体工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業， 電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業， 水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学， 建築学， 機械工学， 都市工学又は衛生工学に関する

学科

鋼構造物工事業， 鉄筋工事業 土木工学， 建築学又は機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業， 消防施設工事業 建築学， 機械工学又は電気工学に関する学科

熱絶縁工事業 土木工学， 建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業 土木工学， 建築学， 都市工学又は林学に関する学科

さく 井工事業 土木工学， 鉱山学， 機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

（ 注） 上記学科以外の名称の場合は，事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の，履修科目及び取得単

位数が確認できる書類（ 原本） を持参の上， 御相談く ださい。

特定建設業

建設業の種類

（ 項番64）

有資格区分

（ 項番65）

法第15 条第２号イ（ 国家資格者）  ９

法第15 条

第２ 号ロ

(指導監督

的実務経

験) 

法第

７ 条

第２

号

イ（ 指定学科卒業と実務経験） ２ ０ １

ロ（ 実務経験10 年以上） ５ ０ ２

 ハ（ 国家資格者及び大臣特認） ８

法第15 条第２ 号ハ（ 大臣特認）

同号イと同様 ３ ０ ３

同号ロと同様 ６ ０ ４

 （ 注）「 」 はＰ .70~72    の資格表のうち「 」，「 」 または「 」 のも

 の。また，「 」 はＰ .70~72    の資格表のうち「 」，「 」 または「 」

のもの

 （ 注）「 」 はＰ .70~72 の資格表のうち

    「 」，「 」 または「 」，及び「 」，

  「 」 または「 」 のもの
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６ その他 

   行政書士が申請を代行する場合，申請者欄には申請者名のみ記名し，書類の作成も行った

場合は行政書士法施行規則第９条第２項に基づき，申請書の欄外に書類作成者として行政書

士名を記名して押印すること。この場合は委任状の提出を要しないが，自ら代理人として提

出書類の訂正等を行うことは出来ない。 

 

●代理人の記名押印で可なもの 

 ≪建設業許可，認可及び経営事項審査に関するもの≫ 

・ 建設業許可申請書〔様式第一号〕の申請者の欄 

・ 専任技術者証明書（新規・変更）〔様式第八号〕の申請者・届出者の欄（専任技術者の交代

に伴う削除の場合のみ） 

・ 変更届出書〔様式第二十二号の二〕の届出者の欄 

・ 決算の変更届出書の届出者の欄 

・ 届出書〔様式第二十二号の三〕の届出者の欄 

・ 廃業届〔様式第二十二号の四〕の届出者の欄 

・ 譲渡及び譲受け認可申請書〔様式第二十二号の五〕の申請者欄 

・ 合併認可申請書〔様式第二十二号の七〕の申請者欄 

・ 分割認可申請書〔様式第二十二号の八〕の申請者欄 

・ 相続認可申請書〔様式第二十二号の十〕の申請者欄 

・ 届出書〔様式第二十二号の九〕の届出者の欄 

・ 届出書〔様式第二十二号の十二〕の届出者の欄 

・ 経営規模等評価申請書〔様式第二十五号の十一〕の申請者の欄 

≪解体工事業登録申請に関するもの≫ 

・ 解体工事業登録申請書〔別記様式第１号〕 

・ 解体工事業登録事項変更届出書〔別記様式第６号〕 

≪浄化槽工事業登録に関するもの≫ 

・ 浄化槽工事業登録申請書〔別記様式第１号〕 

・ 浄化槽工事業登録変更事項届出書〔別記様式第７号〕 

・ 特例浄化槽工事業者届出書〔別記様式第１１号〕 

・ 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書〔別記様式第１２号〕 

 

●代理人の記名押印は不可なもの 

 ≪建設業許可，認可及び経営事項審査に関するもの≫ 

・ 誓約書〔様式第六号〕の申請者の欄 

・ 常勤役員等証明書〔様式第七号〕の証明者の欄 

・ 常勤役員等証明書〔様式第七号〕の申請者の欄 

・ 常勤役員等及び当該常勤等役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕の証明者の欄 

・ 常勤役員等及び当該常勤等役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕の申請者の欄 

・ 健康保険等の加入状況〔様式第七号の三〕の申請者・届出者の欄 

・ 専任技術者証明書（新規・変更）〔様式第八号〕の申請者・届出者の欄（専任技術者の交代

に伴う削除の場合を除く） 

・ 実務経験証明書〔様式第九号〕の証明者の欄 

・ 指導監督的実務経験証明書〔様式第十号〕の証明者の欄 

・ 許可申請者の略歴書〔様式第十二号〕の氏名の欄 

・ 令第３条に規定する使用人の略歴書〔様式第十三号〕の氏名の欄 

・ 誓約書〔様式第二十二号の六〕の申請者の欄 

・ 誓約書〔様式第二十二号の十一〕の申請者の欄 

・ 経営規模等評価申請手数料貼り付け書の申請者の欄 

≪解体工事業登録申請に関するもの≫ 

６ その他 

   行政書士が申請を代行する場合， 申請者欄には申請者名のみ記名 し，書類の作成

も行った場合は行政書士法施行規則第９条第２項に基づき， 申請書の欄外に書類作成者とし

て行政書士名を記名して押印すること。 この場合は委任状の提出を要しないが，自ら代理人

として提出書類の訂正等を行うことは出来ない。  

 代理人の記名押印で可なもの 

    建設業許可， 認可及び経営事項審査に関するもの

・  建設業許可申請書〔 様式第一号〕 の申請者の欄 

・  専任技術者証明書（ 新規・ 変更）〔 様式第八号〕 の申請者・ 届出者の欄（ 専任技術者の交代

に伴う削除の場合のみ）  

・  変更届出書〔 様式第二十二号の二〕 の届出者の欄 

・  決算の変更届出書の届出者の欄 

・  届出書〔 様式第二十二号の三〕 の届出者の欄 

・  廃業届〔 様式第二十二号の四〕 の届出者の欄 

・  譲渡及び譲受け認可申請書〔 様式第二十二号の五〕 の申請者欄 

・  合併認可申請書〔 様式第二十二号の七〕 の申請者欄 

・  分割認可申請書〔 様式第二十二号の八〕 の申請者欄 

・  相続認可申請書〔 様式第二十二号の十〕 の申請者欄 

・  届出書〔 様式第二十二号の九〕 の届出者の欄 

・  届出書〔 様式第二十二号の十二〕 の届出者の欄 

・  経営規模等評価申請書〔 様式第二十五号の十一〕 の申請者の欄 

   解体工事業登録申請に関するもの

・  解体工事業登録申請書〔 別記様式第１号〕  

・  解体工事業登録事項変更届出書〔 別記様式第６号〕  

   浄化槽工事業登録に関するもの

・  浄化槽工事業登録申請書〔 別記様式第１号〕  

・  浄化槽工事業登録変更事項届出書〔 別記様式第７号〕  

・  特例浄化槽工事業者届出書〔 別記様式第１１号〕  

・  特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書〔 別記様式第１２号〕  

 代理人の記名押印は不可なもの 

    建設業許可， 認可及び経営事項審査に関するもの

・  誓約書〔 様式第六号〕 の申請者の欄 

・  常勤役員等証明書〔 様式第七号〕 の証明者の欄 

・  常勤役員等証明書〔 様式第七号〕 の申請者の欄 

・  常勤役員等及び当該常勤等役員等を直接に補佐する者の証明書〔 様式第七号の二〕 の証明者の欄 

・  常勤役員等及び当該常勤等役員等を直接に補佐する者の証明書〔 様式第七号の二〕 の申請者の欄 

・  健康保険等の加入状況〔 様式第七号の三〕 の申請者・ 届出者の欄 

・  専任技術者証明書（ 新規・ 変更）〔 様式第八号〕 の申請者・ 届出者の欄（ 専任技術者の交代

に伴う削除の場合を除く ）  

・  実務経験証明書〔 様式第九号〕 の証明者の欄 

・  指導監督的実務経験証明書〔 様式第十号〕 の証明者の欄 

・  許可申請者の略歴書〔 様式第十二号〕 の氏名の欄 

・  令第３条に規定する使用人の略歴書〔 様式第十三号〕 の氏名の欄 

・  誓約書〔 様式第二十二号の六〕 の申請者の欄 

・  誓約書〔 様式第二十二号の十一〕 の申請者の欄 

・  経営規模等評価申請手数料貼り付け書の申請者の欄 

   解体工事業登録申請に関するもの
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（知事許可業者用）　　建設業許可申請書及び変更届出書等提出書類一覧表

1 2 3 4 5 6 7 8 9
新
規

許
可
換
え
新
規

般
・
特
新
規

業
種
追
加

更
新

般
・
特
新
規
＋
業
種
追
加

般
・
特
新
規
＋
更
新

業
種
追
加
＋
更
新

般
・
特
新
規
＋
追
加
＋
更
新

1 表紙(建設業許可申請書） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 様式第一号 建設業許可申請書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
3 　　　〃　　　　別紙一 役員等の一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
4 　　　〃　　　　別紙二（１） 営業所一覧表（新規許可等） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
5 　　　〃　　　　別紙二（２） 営業所一覧表（更新） ◎ ☆ ☆ ☆
6 　　　〃　　　　別紙三 収入証紙貼付用紙 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7 　　　〃　　　　別紙四 専任技術者一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
8 様式第二号 工事経歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
9 様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
10 様式第四号 使用人数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
11 様式第六号 誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
12 様式第七号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
13 　　　〃　　　別紙 常勤役員等の略歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

14 様式第七号の二
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証
明書

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

15 　　　〃　　　　　　　　別紙一 常勤役員等の略歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
16 　　　〃　　　　　　　　別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
17 様式第七号の三 健康保険等の加入状況 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
18 様式第八号 専任技術者証明書(新規・変更） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
19 監理技術者資格者証
20 専任技術者の卒業証明書
21 専任技術者に係る資格証明書
22 様式第九号 専任技術者の実務経験証明書
23 様式第十号 指導監督的実務経験証明書
24 様式第十一号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

25 様式第十二号（注１）
許可申請者(法人の役員等全員・本人・法定代理人・法定代
理人の役員等全員）の住所，生年月日等に関する調書

26 許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書

27 様式第十三号 建設業法施行令第３条の使用人の住所，生年月日等に関する調書

28 令３条の使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書

29 定款(法人のみ） ◎ ◎ △ △ △ △
30 様式第十四号 株主(出資者）調書(法人のみ） ◎ ◎ △ △ △ △

31 様式第十五～十七号の三（注３）
法人用の財務諸表（貸借対照表・損益計算書・完成工事原
価報告書・株主資本等変動計算書・注記表・附属明細表）

◎ ◎

32 様式第十八～十九号 個人用の財務諸表(貸借対照表・損益計算書） ◎ ◎
33 登記事項証明書 ◎ ◎ △ △ △ △
34 様式第二十号 営業の沿革 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
35 様式第二十号の二 所属建設業者団体 ◎ ◎ △ △ △ △
36 納税証明書(法人事業税又は個人事業税） ◎ ◎
37 様式第二十号の三 主要取引金融機関名 ◎ ◎ △ △ △ △

既に受けている建設業の許可通知書 ◎
様式第二十二号の二（第一面）
様式第二十二号の二（第二面）
様式第二十二号の三 届出書
様式第二十二号の四 廃業届

変更届出書(決算報告・定款変更等）
事業報告書（特例有限会社を除く株式会社の場合）
委任状（代理申請の場合） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
常勤性の確認（常勤役員等・専技） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
営業所所在地の確認 ◎ ◎
財産的基礎の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
適正な経営体制の確認 ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
実務経験の確認 ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
保険加入状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎印は必要書類　　　☆印は場合によって提出が必要な書類　　　△印は変更があれば必要な書類
注１　常勤役員等は提出不要
注２　法務局が交付する「登記されていないことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元証明書」 
  　　※取締役ではない顧問・相談役・100分の5以上の株主・出資者については，提出不要
注３  付属明細表は資本金１億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の株式会社のみ提出する
注４　副本への確認資料の添付は不要

区
分

提
出
書
類

◎

確
認
資
料

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

変更届出書

◎◎ ◎

☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆

◎ ◎

◎

◎◎

☆

◎

様　式　番　号 申　　請　　書　　及　　び　　添　　付　　書　　類

◎◎

綴
じ
る
順
序
（

許
可
申
請
時
）

許　可　申　請

これらのうち，

該当するもの
のみ添付

注２
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（知事許可業者用）　　建設業許可申請書及び変更届出書等提出書類一覧表

1 2 3 4 5 6 7 8 9
新
規

許
可
換
え
新
規

般
・
特
新
規

業
種
追
加

更
新

般
・
特
新
規
＋
業
種
追
加

般
・
特
新
規
＋
更
新

業
種
追
加
＋
更
新

般
・
特
新
規
＋
追
加
＋
更
新

1 表紙(建設業許可申請書）          
2 様式第一号 建設業許可申請書          
3 　　　〃　　　　別紙一 役員等の一覧表          
4 　　　〃　　　　別紙二（１） 営業所一覧表（新規許可等）         
5 　　　〃　　　　別紙二（２） 営業所一覧表（更新）     
6 　　　〃　　　　別紙三 収入証紙貼付用紙          
7 　　　〃　　　　別紙四 専任技術者一覧表          
8 様式第二号 工事経歴書        

       9 様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施工金額
10 様式第四号 使用人数        
11 様式第六号 誓約書          

         12 様式第七号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書
13 　　　〃　　　別紙 常勤役員等の略歴書          

14 様式第七号の二
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証
明書

         

15 　　　〃　　　　　　　　別紙一 常勤役員等の略歴書          
         16 　　　〃　　　　　　　　別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

17 様式第七号の三 健康保険等の加入状況          
18 様式第八号 専任技術者証明書(新規・変更）         
19 監理技術者資格者証
20 専任技術者の卒業証明書
21 専任技術者に係る資格証明書
22 様式第九号 専任技術者の実務経験証明書
23 様式第十号 指導監督的実務経験証明書

         24 様式第十一号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

25 様式第十二号（注１）
許可申請者(法人の役員等全員・本人・法定代理人・法定代
理人の役員等全員）の住所，生年月日等に関する調書

26 許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書

27 様式第十三号 建設業法施行令第３条の使用人の住所，生年月日等に関する調書

28 令３条の使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書

29 定款(法人のみ）       
30 様式第十四号 株主(出資者）調書(法人のみ）       

31 様式第十五～十七号の三（注３）
法人用の財務諸表（貸借対照表・損益計算書・完成工事原
価報告書・株主資本等変動計算書・注記表・付属明細表）

  

  32 様式第十八～十九号 個人用の財務諸表(貸借対照表・損益計算書）
33 登記事項証明書       
34 様式第二十号 営業の沿革       
35 様式第二十号の二 所属建設業者団体       
36   納税証明書(法人事業税又は個人事業税）
37 様式第二十号の四 主要取引金融機関名       

既に受けている建設業の許可通知書  
様式第二十二号の二（第一面）
様式第二十二号の二（第二面）
様式第二十二号の三 届出書
様式第二十二号の四 廃業届

変更届出書(決算報告・定款変更等）
事業報告書（特例有限会社を除く株式会社の場合）
委任状（代理申請の場合）          
常勤性の確認（常勤役員等・専技）          
営業所所在地の確認   
財産的基礎の確認          
適正な経営体制の確認         
実務経験の確認         
保険加入状況の確認          

   印は必要書類　　　 印は場合によって提出が必要な書類　　　 印は変更があれば必要な書類
注１　常勤役員等は提出不要
注２　法務局が交付する「登記されていないことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元証明書」 
     取締役ではない顧問・相談役・100分の5以上の株主・出資者については，提出不要

注３  付属明細表は資本金１億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の株式会社のみ提出する
注４　副本への確認資料の添付は不要

綴
じ
る
順
序

（
許
可
申
請
時

）

許　可　申　請

様　式　番　号 申　　請　　書　　及　　び　　添　　付　　書　　類

  

 

  

  

 

  

      

     

変更届出書

   

 

確
認
資
料

区
分

提
出
書
類

 

これらのうち，

該当するもの
のみ添付

注２
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改　定　前改　定　後



（知事許可業者用）　　建設業許可申請書及び変更届出書等提出書類一覧表

△ △ ◎

◎ ◎
◎
◎
△ ◎

◎ ◎ ◎ ◎
△ △
△ △

△ △

△ △
△ △
△ △

◎ ◎ ☆ ◎ ☆

◎ ◎ △ ◎

△ △

◎

◎
◎ ☆ ◎ ◎ ☆

◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △
◎ ◎ ◎ △

☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆
☆ ☆ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎
◎

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
◎ ◎ ☆ ◎

◎ ◎

◎
☆ ☆ ☆

△

☆

◎ ◎

適
正
な
経
営
体
制

令
第
３
条
に
規
定
す
る
使
用
人

法
人
の
役
員

◎ ◎

営
業
所
の
業
種

◎◎

資
本
金

決
算
報
告

使
用
人
数

営
業
所
の
名
称
･
所
在
地

営
業
所
の
新
設

専
任
技
術
者
の
氏
名

常
勤
役
員
等
又
は
常
勤
役
員
等
を
直
接

に
補
佐
す
る
者
の
氏
名

専
任
技
術
者

変　　　　　　　更 廃業
令
第
３
条
に
規
定
す
る
使
用
人
の
一
覧
表

定
款

電
話
・
郵
便
番
号

経
管
・
専
技
を
欠
い
た
と
き

欠
格
要
件
該
当

商
号
又
は
名
称

全
部
廃
業

一
部
廃
業

個
人
事
業
主
・
支
配
人
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（知事許可業者用）　　建設業許可申請書及び変更届出書等提出書類一覧表

   

  
 
 
  

    
  
  

  

  
  
  

     

    

  

 

 
     

 

              
    

      
    

    
 

                     
    

  

 
   

 

廃業
令
第
３
条
に
規
定
す
る
使
用
人
の
一
覧
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定
款

電
話
・
郵
便
番
号

経
管
・
専
技
を
欠
い
た
と
き

欠
格
要
件
該
当

商
号
又
は
名
称

全
部
廃
業

一
部
廃
業

個
人
事
業
主
・
支
配
人

決
算
報
告

使
用
人
数

営
業
所
の
名
称
･
所
在
地

営
業
所
の
新
設

専
任
技
術
者
の
氏
名

常
勤
役
員
等
又
は
常
勤
役
員
等
を
直
接

に
補
佐
す
る
者
の
の
氏
名

専
任
技
術
者

変　　　　　　　更

  

資
本
金

法
人
の
役
員

  

営
業
所
の
業
種

適
正
な
経
営
体
制

令
第
３
条
に
規
定
す
る
使
用
人
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改　定　前改　定　後


